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前
稿
で
は
、
古
事
記
の
本
文
批
判
に
関
す
る
研
究
の
経
過
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い

て
述
べ
、
『
定
本
古
事
記
』
評
を
試
み
た
が
、
本
稿
で
は
、
古
事
記
の
本
文
申
、
諸

本
に
異
同
が
あ
り
な
が
ら
、
意
味
上
さ
し
た
る
不
都
合
の
な
い
ま
ま
、
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
間
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
数
ケ
条
に
っ
い
て
検
討
す
る
。

　
H
　
於
是
二
柱
神
議
云
、
　
「
今
吾
所
生
之
子
不
良
。
猶
宜
白
天
神
之
御
所
。
」
即
共

　
　
参
上
、
請
天
神
之
命
。
爾
天
神
之
命
以
、
布
斗
麻
適
爾
ト
相
而
詔
之
、
「
因

　
　
女
塞
言
而
不
良
。
亦
還
降
改
言
。
」
故
爾
反
降
更
往
廻
其
天
之
御
柱
如
先
。

　
　
（
反
降
、
真
福
寺
本
「
降
」
、
道
果
本
・
道
祥
本
一
兼
永
本
「
返
降
」
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
訓
本
上
4
ウ
、
古
典
文
学
大
系
本
5
4
ぺ
以
下
同
。
）
　
一
注
1
）

　
右
は
、
岐
美
二
神
の
大
八
島
国
生
成
の
条
で
あ
る
が
、
「
反
降
」
の
部
分
に
「
降
」

「
返
降
」
の
異
文
が
存
在
す
る
。
そ
の
ど
れ
を
と
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
先
ず
、
　
「
降
」
は
真
福
寺
本
単
独
の
異
文
で
あ
っ
て
、
　
「
日
本
古

典
全
書
本
』
　
『
角
川
文
庫
本
」
　
『
古
事
記
全
講
』
な
ど
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
が
、

真
福
寺
本
と
同
系
の
『
道
果
本
』
　
「
道
祥
本
』
で
は
「
返
降
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ

の
部
分
の
真
福
寺
本
本
文
が
、
原
型
を
伝
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
ま
た

「
降
」
の
文
宇
は
、
古
事
記
に
は
二
十
七
の
使
用
例
が
あ
る
が
、
上
巻
と
、
申
巻
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
　
　
　
　
　
く
だ

武
記
に
だ
け
使
わ
れ
て
い
て
、
常
に
、
高
天
原
か
ら
地
上
に
「
降
る
」
「
降
す
」
と

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
一
社
会
科
学
）

第
六
巻
　
三
九
－
四
四
頁

い
う
場
合
に
限
ら
れ
、
一
注
2
一
「
天
降
」
「
自
天
降
」
「
降
到
」
「
降
来
」
の
C
と
く

他
の
文
宇
と
熟
合
す
る
か
、
「
降
出
雲
国
之
肥
河
上
名
鳥
髪
地
」
「
降
是
刀
」
の
じ

と
く
、
降
る
場
所
あ
る
い
は
降
す
も
の
を
示
し
て
い
て
、
真
福
寺
本
異
文
の
よ
う
な

使
い
方
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
「
反
降
」
は
、
卜
部
系
諸
本
申
の
第
三
類
『
山
田
本
』
か
ら
分
派

し
た
と
み
ら
れ
る
第
五
類
『
三
浦
本
』
、
第
六
類
『
九
条
本
』
、
第
八
類
『
寛
永
板

本
』
等
に
み
え
る
本
文
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
板
本
に
よ
っ
て
流
布
し
た
た
め
で
あ

ろ
う
か
、
　
「
延
佳
本
』
　
『
古
事
記
伝
』
も
こ
れ
を
う
け
、
『
古
事
記
大
成
本
文
篇
』

『
古
典
文
学
大
系
本
』
も
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
反
降
」
は
、
卜

部
系
諾
本
で
も
、
第
五
類
以
下
に
発
生
し
た
異
文
で
あ
る
し
、
「
反
」
字
は
、
古
事

記
で
は
「
道
反
大
神
」
の
ほ
か
に
例
を
み
な
い
用
宇
で
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
本
文
と

し
て
採
用
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
　
（
古
事
記
の
「
道
反
大
神
」
に
対
し
て
、

書
紀
第
六
の
一
書
で
は
「
道
返
大
神
」
と
記
す
◎
）

　
最
後
に
「
返
降
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
伊
勢
系
の
『
道
果
本
』

『
道
祥
本
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
卜
部
系
諸
本
の
祖
本
で
あ
る
『
兼
永
自
筆
本
』
以

下
、
一
一
二
二
丁
四
一
九
類
の
諸
本
に
も
見
え
、
三
異
文
の
う
ち
で
は
、
最
も
原

型
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
治
二
十
年
の
『
田
申
校
訂
本
』
が
早
く
こ
の
本
文

を
と
り
、
山
田
孝
雄
博
士
も
、
－
『
古
事
記
上
巻
講
義
』
　
（
昭
1
5
）
で
、
「
伊
勢
本
㊧

昭
和
四
十
七
年
十
二
月



幼

古
事
　
記
　
覚
書

二
（
古
賀
）

伊
勢
一
本
・
猪
熊
本
一
田
申
の
校
訂
本
に
は
『
返
』
と
あ
る
。
こ
れ
は
古
本
が
皆

『
返
』
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
る
の
が
よ
い
と
思
ふ
。
」
一
注
3
一
と
し
て
こ
れ
に
従

い
、
　
『
国
民
古
典
全
書
本
』
（
昭
2
0
）
、
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
』
（
昭
2
6
）
も
「
返

降
」
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
文
は
、
な
ぜ
か
久
し
く
無
視
さ
れ
て
き
て

い
る
の
で
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
、
本
文
と
し
て
採
用
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

　
先
ず
「
返
降
」
の
異
文
を
も
つ
諸
本
の
こ
の
部
分
に
、
小
野
田
光
雄
氏
の
懸
念
す

る
よ
う
な
、
日
本
書
紀
・
旧
事
本
紀
か
ら
の
不
純
な
本
文
の
混
入
は
な
か
っ
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
確
か
め
る
。
一
注
4
一
両
書
の
該
当
個
所
と
比
較
し
て
み
る
と
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
時
天
神
、
以
太
占
而
ト
合
之
、
乃
教
日
、
　
「
婦
人
之
辞
、
其
已
先
揚
乎
、
宜
更
還

　
去
。
」
乃
卜
定
時
日
而
降
之
。
　
（
日
本
書
紀
巻
一
、
一
書
）

　
天
祖
詔
以
卜
占
而
合
之
、
詔
日
、
　
「
先
挙
婦
言
是
不
良
乎
。
宜
更
亦
改
降
。
」
乃
卜

　
定
時
日
而
降
ム
矢
。
　
（
先
代
旧
事
本
紀
第
一
、
陰
陽
本
紀
）

古
事
記
の
「
返
降
」
の
文
宇
に
対
し
て
は
、
両
書
か
ら
の
本
文
の
混
入
は
な
か
っ
た

と
み
て
い
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
リ
テ
メ
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ニ
　
リ
”
テ

　
次
に
、
問
題
の
文
は
、
直
前
の
「
還
降
改
一
言
」
を
う
け
て
、
「
故
爾
返
降
…
…
」

と
続
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
返
降
」
の
文
字
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
、
古
事
記
の

用
字
か
ら
み
て
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
る
。
倉
野
憲
司
博
士
は
、
古

事
記
の
「
還
」
と
「
返
」
の
両
字
に
、
用
字
上
の
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
「
古
事
記
に
お
け
る
『
還
』
の
字
は
、
下
巻
に
お
け
る
副
詞
と
し
て
の
用
例
三

を
除
け
ば
、
悉
く
『
カ
ヘ
ル
』
と
い
ふ
白
動
詞
に
用
ゐ
ら
れ
、
」
「
1
『
返
」
は
他
動

詞
『
カ
ヘ
ス
」
の
意
に
偏
っ
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
。
一
法
5
一
た
だ
し
、

博
士
も
認
め
て
お
ら
れ
る
と
お
り
、
　
「
返
」
に
は
、
自
動
詞
「
カ
ヘ
ル
」
叫
用
例
も

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
二
十
二
例
申
次
の
五
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
1
　
猶
追
、
到
黄
泉
比
良
坂
之
坂
本
時
、
　
（
伊
耶
那
岐
命
）
取
在
其
坂
本
桃
子
三

　
　
　
箇
待
撃
者
、
悉
逃
返
也
。
　
（
上
1
2
ウ
・
6
6
ぺ
）
一
注
6
一

　
2
故
、
八
上
比
売
者
、
雛
率
来
、
畏
其
嫡
妻
須
世
理
毘
売
、
其
所
生
子
者
、
刺

　
　
　
挟
木
俣
而
返
。
　
（
上
3
8
オ
。
m
ぺ
）

　
3
　
故
、
建
御
雷
神
、
返
参
上
、
復
萎
言
向
和
平
葦
原
申
国
之
状
。
　
（
上
5
7
ウ
、

　
　
　
皿
ぺ
）

　
4
　
爾
豊
玉
毘
売
命
、
知
其
伺
見
之
事
、
以
為
心
恥
、
乃
生
置
其
御
子
而
、
…
…

　
　
　
即
塞
海
坂
而
返
入
。
　
（
上
7
ー
オ
、
辿
ぺ
）

　
5
　
（
倭
建
命
）
故
、
受
命
寵
行
之
時
、
参
入
伊
勢
大
御
神
宮
、
拝
神
朝
廷
、
即

　
　
　
白
其
嬢
倭
比
売
命
者
、
「
天
皇
既
所
以
思
吾
死
乎
、
何
撃
遣
西
方
之
悪
人
等

　
　
　
而
、
返
参
上
来
之
間
、
未
経
幾
時
、
不
賜
軍
衆
、
今
更
平
遣
東
方
十
二
道
之

　
　
　
悪
人
等
。
因
此
思
惟
、
猶
所
思
看
吾
既
死
焉
。
」
（
申
、
景
行
記
4
9
ウ
。
㎜
ぺ
）

こ
れ
ら
ω
～
㈲
の
「
返
」
字
の
使
い
方
が
、
　
「
還
」
宇
の
そ
れ
と
相
対
立
す
る
も
の

で
な
い
こ
と
は
、
次
の
諸
例
と
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
6
　
伊
邪
那
岐
命
語
詔
之
、
「
愛
我
那
爾
妹
命
、
吾
与
汝
所
作
之
国
、
未
作
寛
。

　
　
　
故
、
可
還
。
」
爾
伊
邪
那
美
命
答
白
、
「
悔
哉
、
不
速
来
。
吾
者
為
黄
泉
戸

　
　
　
喫
。
然
愛
我
那
勢
命
、
人
来
坐
之
事
恐
。
故
、
欲
還
、
且
与
黄
泉
神
相
論
。

　
　
　
莫
視
我
。
」
如
此
白
而
、
還
入
其
殿
内
之
間
、
甚
久
難
待
。
…
：
（
中
略
）
…

　
　
　
於
是
伊
邪
那
岐
命
、
見
畏
而
逃
還
之
時
、
其
妹
伊
邪
那
美
命
、
言
「
令
見
辱

　
　
　
吾
、
」
即
遣
豫
母
都
志
許
売
令
追
。
…
…
…
（
上
1
1
1
2
・
6
4
ぺ
）

　
7
　
其
所
隠
立
之
天
手
力
男
神
、
取
其
御
手
引
出
、
即
布
刀
玉
命
、
以
尻
久
米

　
　
　
縄
、
控
度
其
御
後
方
自
言
、
「
従
此
以
内
、
不
得
還
入
。
」
（
上
2
6
ウ
。
8
2
ぺ
）

　
8
　
（
大
穴
牟
遅
神
）
参
到
須
佐
之
男
命
之
御
所
者
、
其
女
須
勢
理
毘
売
出
見
、
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為
目
合
而
、
相
婚
、
還
入
、
白
其
父
言
、
「
甚
麗
神
釆
。
」
（
上
3
5
オ
・
9
6
ぺ
）

　
⑨
　
於
是
天
忍
穂
耳
命
、
於
天
浮
橋
多
多
志
而
詔
之
「
豊
葦
原
之
干
秋
長
五
百
秋

　
　
　
之
水
穂
国
者
、
伊
多
久
佐
夜
婁
弓
有
那
理
。
」
告
而
、
更
還
上
、
請
干
天
照
大

　
　
　
神
。
　
（
上
4
8
ウ
一
皿
ぺ
）

　
ω
　
故
、
大
毘
古
命
、
更
還
参
上
、
請
於
天
皇
時
、
天
皇
答
詔
之
、
「
此
者
為
、

　
　
　
在
山
代
国
我
之
庶
兄
建
波
趨
安
王
、
起
邪
心
之
表
耳
。
伯
父
、
興
軍
宜
行
。

　
　
　
　
（
申
、
崇
神
記
2
9
ウ
。
迦
ぺ
）

　
ω
　
故
、
自
其
時
称
御
名
、
謂
倭
建
命
。
然
而
還
上
之
時
、
山
神
、
河
神
、
及
穴

　
　
　
戸
神
、
皆
言
向
和
而
参
上
。
　
（
申
、
景
行
記
4
8
オ
、
㎜
ぺ
）

　
ω
は
、
伊
邪
那
岐
命
の
黄
泉
国
訪
問
の
条
の
、
㈹
に
つ
づ
く
文
で
あ
る
。
⑥
の
文

を
み
る
と
、
伊
邪
那
美
命
に
関
し
て
、
「
可
還
」
「
欲
還
」
「
還
入
」
の
文
字
を
用

い
、
つ
づ
く
伊
邪
那
岐
命
の
逃
走
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
逃
還
」
の
文
宇
を
使
っ
て
い

る
。
以
下
、
引
用
文
で
は
省
略
し
た
が
、
逃
走
の
経
過
と
と
も
に
、
「
逃
行
」
「
逃

行
」
「
逃
来
」
の
語
を
っ
づ
け
、
最
後
に
、
八
雷
神
一
黄
泉
軍
ら
が
桃
を
投
げ
ら
れ

て
退
散
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
ω
の
例
文
に
み
る
よ
う
に
、
　
「
逃
返
」
の
文
宇
を
使
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
「
逃
還
」
と
、
あ
と
の
「
逃
返
」
と
の
間
に
は
、
主

語
は
変
わ
っ
て
い
る
が
、
意
味
の
違
い
は
認
め
ら
れ
ず
、
た
だ
、
文
宇
の
選
択
を
変

え
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
と
似
た
例
は
、
ω
と
㈲
の
、
倭
建
命
の
西
征
の
条
に
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
ω
で
「
還
上
之
時
」
と
記
し
た
同
じ
こ
と
を
、
そ
れ
に
つ
づ
く
㈹
の
文
で
は
、

「
返
参
上
来
之
間
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
ω
の
「
返
入
」
に
対
す

る
、
㈹
ω
⑧
の
「
還
入
」
、
⑧
の
「
返
参
上
」
に
対
す
る
、
⑨
⑩
の
「
還
上
」
　
「
還

参
上
」
の
よ
う
な
使
用
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
参
」
の
有
無
に
よ
る
敬
意

の
差
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
右
の
例
文
の
、
少
な
く
も
「
還
」
と
「
返
」

古
　
事

記
覚
書
二
（
古
賀
）

に
関
し
て
は
、
用
法
の
違
い
は
な
い
と
み
て
い
い
。

　
書
紀
と
違
っ
て
、
古
事
記
で
は
、
倉
野
博
士
の
い
わ
れ
る
と
お
り
、
「
還
」
と

「
返
」
と
の
間
に
は
、
用
宇
選
択
に
偏
り
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
右
の
例
文
に
み

る
よ
う
に
、
通
用
し
て
い
る
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。
問
題
の
、
「
還
降
改
言
」
に
つ

づ
く
、
「
返
降
…
…
」
の
表
記
も
、
例
文
⑥
と
ω
、
あ
る
い
は
㈹
と
⑤
の
場
合
と
同

様
に
、
同
宇
の
反
復
使
用
を
避
け
よ
う
と
し
た
結
果
と
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

「
返
降
」
の
表
記
は
少
し
も
不
自
然
で
は
な
く
、
こ
れ
こ
そ
、
末
流
写
本
の
「
反
降
」

や
、
真
福
寺
本
単
独
異
文
の
「
降
」
よ
り
も
、
原
型
本
文
と
し
て
の
資
格
を
主
張
し

う
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二

次
に
、
「
急
」
「
怒
」
「
怨
」
等
の
文
字
に
異
同
が
あ
っ
て
、
本
文
の
定
ま
っ
て

い
な
い
四
例
を
一
括
し
て
取
り
あ
げ
る
。

⇔
　
　
於
是
八
上
比
売
、
答
八
十
控
言
、
「
吾
者
不
聞
汝
等
之
言
。
将
嫁
大
穴
牟

　
　
　
遅
神
。
」
故
爾
八
十
神
怒
、
欲
殺
大
穴
牟
遅
神
…
…

　
　
（
怒
、
真
福
寺
本
一
道
祥
本
「
盆
」
、
兼
永
本
以
下
「
怒
」
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
3
3
ウ
。
9
2
ぺ
）

目
　
根
臣
、
即
盗
取
其
礼
物
之
玉
綾
、
譲
大
日
下
王
日
、
「
大
日
下
王
者
、
不
受

　
勅
命
日
『
己
妹
乎
、
為
等
族
之
下
席
』
而
、
取
横
刀
之
手
上
而
怒
欺
。
」
故
、
天

　
皇
大
怒
、
殺
大
日
下
王
而
、
取
持
来
其
王
之
嫡
妻
、
長
田
大
郎
女
、
為
皇
后
。

　
　
（
怒
、
真
福
寺
本
一
近
衛
本
一
前
田
本
・
山
田
本
「
怨
」
、
兼
永
本
「
怨
」
ノ

　
　
左
二
「
怒
イ
」
ノ
傍
書
ア
リ
。
寛
永
版
本
「
怒
」
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
、
安
康
記
2
5
オ
。
棚
ぺ
）

㈲
　
爾
大
長
谷
王
子
、
当
時
童
男
。
即
聞
此
事
以
懐
慨
盆
怒
、
乃
到
其
兄
黒
日
子
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古
事
記
覚
書
二
（
古
賀
）

　
　
王
之
許
日
、
　
「
人
取
天
皇
。
為
那
何
。
」

　
　
（
葱
怒
、
真
福
寺
本
「
怨
怒
」
兼
永
本
以
下
「
分
心
怒
」
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
、
安
康
記
2
6
オ
一
㎜
ぺ
）

　
㈲
　
爾
志
毘
臣
愈
急
、
歌
日
、

　
　
　
　
意
富
岐
美
能
　
美
古
能
志
婆
加
岐
　
夜
布
士
麻
理
斯
麻
理
母
登
本
斯

　
　
　
　
岐
礼
牟
志
婆
加
岐
　
夜
気
牟
志
婆
加
岐

　
　
（
葱
、
真
福
寺
本
「
怒
」
、
兼
永
本
以
下
「
葱
」
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
、
清
寧
記
4
3
オ
・
鋤
ぺ
）

　
目
は
、
稲
羽
の
素
兎
に
つ
づ
く
、
八
十
神
の
追
害
の
発
端
の
部
分
で
あ
る
が
、
間

題
は
、
真
福
寺
本
一
道
祥
本
の
「
葱
」
と
、
卜
部
系
の
「
怒
」
と
の
い
ず
れ
を
本
文

と
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
（
道
祥
本
の
転
写
本
で
あ
る
春
楡
本
に
は
、
「
盆
怒
」

の
文
字
が
あ
っ
て
、
「
怒
」
の
宇
を
斜
線
で
見
せ
消
ち
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
代

旧
事
本
紀
前
田
本
な
ど
に
見
え
る
「
因
斯
事
八
十
神
怒
欲
殺
大
已
貴
神
」
　
（
地
砥
本

紀
）
か
ら
の
「
怒
」
宇
の
混
入
を
考
え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
葱
怒
」
の
熟
語
を
知

っ
て
い
る
書
写
者
の
、
単
な
る
誤
写
訂
正
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
）
と
こ
ろ

で
、
「
葱
」
と
「
怒
」
の
よ
う
な
同
訓
の
文
宇
が
相
対
立
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
本

文
決
定
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
と
い
プ
の
は
、
小
島
憲
之
氏
も
、
古
事
記
の
文
字
使

用
上
に
お
け
る
異
宇
同
訓
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
一
注
7
一
両
字
の
用
法
に

は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
差
が
認
め
難
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ω
　
爾
其
神
大
急
詔
、
　
「
凡
薮
天
下
者
、
汝
非
慮
知
国
。
汝
者
向
一
道
。
」
（
申
、

　
　
　
伸
哀
記
6
0
ウ
。
鵬
ぺ
）

　
ω
　
故
、
大
后
聞
是
之
御
歌
、
大
急
遣
人
於
大
浦
、
追
下
而
、
自
歩
追
去
。
　
（
下

　
　
　
仁
徳
記
3
ウ
一
醐
ぺ
）

　
⑧
　
於
是
天
皇
大
急
而
矢
刺
、
百
官
人
等
悉
矢
刺
。
　
（
下
、
雄
略
記
3
5
ウ
。
跳
ぺ
）

　
ひ
　
於
是
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
、
大
怒
日
、
　
「
我
者
愛
友
故
弔
来
耳
。
何
吾
比

　
　
　
穣
死
人
」
云
而
…
…
（
上
5
2
ウ
・
皿
ぺ
）

　
5
　
大
怒
猪
出
、
掘
其
歴
木
、
即
咋
食
其
香
坂
王
。
　
（
申
、
仲
哀
記
6
4
オ
。
脳
ぺ
）

　
6
　
即
天
皇
以
鳴
鏑
射
其
猪
之
時
、
其
猪
怒
而
、
宇
多
岐
依
来
。
（
下
、
雄
略
記
3
5

　
　
　
オ
・
独
ぺ
）

　
7
　
爾
伊
邪
那
岐
大
御
神
大
急
怒
詔
、
「
然
者
汝
不
可
住
此
国
」
乃
神
夜
良
比
爾

　
　
　
夜
長
比
賜
也
。
　
（
上
1
8
オ
。
7
2
ぺ
）

　
8
　
伝
聞
裁
山
有
盆
怒
之
大
猪
。
吾
欲
取
其
猪
。
若
獲
其
猪
乎
。
（
申
、
応
神
記
7
6

　
　
　
ウ
。
醐
ぺ
）

右
の
ω
～
⑧
の
「
盆
」
と
、
ω
～
㈹
の
「
怒
」
と
は
、
諸
本
に
異
同
の
な
い
例
で
あ

っ
て
、
両
宇
の
用
法
に
明
確
な
違
い
は
認
め
難
く
、
ω
⑧
の
「
盆
怒
」
の
用
例
も
ま

じ
っ
て
い
る
。
当
面
の
目
の
間
題
点
に
つ
い
て
『
古
事
記
伝
』
で
は
、
　
「
怒
ノ
字
、

一
本
に
は
盆
と
あ
り
」
と
記
す
だ
け
で
、
卜
部
系
の
「
怒
」
宇
を
採
用
し
て
お
り
、

こ
れ
に
従
う
テ
キ
ス
ト
も
少
な
く
な
い
が
、
真
福
寺
本
の
「
急
」
を
排
除
し
て
、
卜

部
系
の
「
怒
」
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
積
極
的
な
理
由
は
な
に
も
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
の
場
合
、
書
写
年
代
の
古
い
、
不
純
な
本
文
の
ま
じ
る
こ
と
の
、
よ
り

少
な
い
と
み
ら
れ
る
真
福
寺
本
に
よ
っ
て
、
「
盆
」
を
本
文
と
す
る
方
が
、
穏
当
な

処
置
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
目
の
文
で
は
、
「
怨
」
か
「
怒
」
か
が
問
題
で
あ
る
。
校
異
を
一
見
し
て
わ
か
る

よ
う
に
、
古
い
写
本
は
「
怨
」
に
な
っ
て
い
る
。
兼
永
本
も
、
本
文
は
「
怨
」
で
あ

る
が
、
左
側
に
「
怒
イ
」
の
傍
書
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
傍
書
は
、
前
稿
で
ふ
れ

た
、
後
の
筆
か
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
一
注
8
一
近
衛
本
一
村
井
本
・
山
田
本
一
祐
範

本
な
ど
、
兼
永
本
の
親
近
下
位
の
諸
本
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
三
浦
本
に
、
「
怨
」



鳩

の
右
傍
に
「
怒
カ
」
と
あ
る
の
が
、
わ
ず
か
に
そ
れ
を
伝
え
る
も
の
の
よ
う
で
、
寛

永
板
本
の
「
怒
」
は
、
こ
の
よ
う
な
傍
書
が
本
文
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
忠
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
伝
来
の
古
さ
か
ら
み
て
、
こ
こ
で
は
「
怨
」
宇
を
原

型
本
文
と
し
て
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
天
皇
の
行
為
に
「
怨
」
の
文
字
を
使
用
す
る

こ
と
も
、
次
の
よ
う
な
用
例
か
ら
み
て
、
不
都
合
で
は
な
い
と
思
う
。

　
⑨
　
於
是
天
皇
詔
、
「
離
怨
其
兄
、
猶
不
得
忍
愛
其
后
。
」
（
申
、
垂
仁
記
3
6
オ
、
蛾

　
　
ぺ
）

　
⑩
　
天
皇
、
深
怨
殺
其
父
王
之
大
長
谷
天
皇
、
欲
報
其
霊
。
　
（
下
、
顕
宗
記
4
5
ウ
。

　
　
鋤
ぺ
）

大
日
下
王
は
安
康
天
皇
の
叔
父
に
あ
た
る
。

　
㈲
の
問
題
は
、
真
福
寺
本
の
「
怨
怒
」
を
と
る
か
、
兼
永
本
以
下
の
「
急
怒
」
を

と
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
「
盆
怒
」
は
、
ω
⑧
の
文
に
み
る
よ
う
に
、
古
事
記
申

に
も
用
例
が
あ
る
が
、
「
怨
怒
」
は
用
例
を
も
た
な
い
。
　
『
古
事
記
伝
』
が
、
「
盆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

ノ
字
真
福
寺
本
に
怨
と
作
る
誤
な
る
べ
し
」
と
し
て
、
「
盆
怒
」
を
と
っ
た
の
も
無

理
は
な
い
。
し
か
し
、
「
怨
怒
」
の
語
も
、
上
代
に
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

　
　
所
以
然
者
、
比
古
神
先
来
、
比
売
神
後
来
、
此
、
男
神
不
能
鎮
而
行
去
之
。
所

　
　
以
、
女
神
怨
怒
也
。
　
（
播
磨
国
風
土
記
、
揖
保
郡
）

の
一
例
の
ほ
か
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
一
那
賀
郡
の
条
に
は
、
「
不
勝
怒
怨
」
の
用

例
も
み
え
る
。
ま
た
「
怨
怒
」
は
、
『
漢
書
』
や
「
後
漢
書
』
に
も
例
の
あ
る
語
で

あ
っ
て
、
真
福
寺
本
の
「
怨
怒
」
が
誤
写
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
日
本

書
紀
の
雄
略
前
紀
に
、
「
天
皇
急
怒
弥
盛
」
の
文
は
あ
る
が
、
こ
こ
を
拘
東
す
る
も

の
で
は
な
い
。
一
対
一
の
対
立
異
文
で
、
互
い
に
、
積
極
的
に
他
を
否
定
す
る
根
拠

を
も
た
な
い
が
、
⇔
の
条
で
述
べ
た
と
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
こ
も
、
真
福
寺
本

の
「
怨
怒
」
を
と
る
こ
と
に
す
る
。

古
事
記
覚
書
二
（
古
賀
）

　
㈲
は
、
目
の
場
合
と
逆
に
、
真
福
寺
本
の
「
怒
」
と
、
兼
永
本
以
下
の
「
急
」
と

が
対
立
し
て
い
て
、
判
断
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
延
佳
本
、
古
訓
本
な
ど
、
多

く
の
板
本
一
活
宇
本
は
「
葱
」
に
よ
り
、
『
日
本
古
典
全
書
」
は
、
「
或
ハ
愈
ガ
『

盆
』
ノ
誤
写
デ
、
『
葱
怒
』
ガ
原
形
カ
、
「
愈
』
ハ
コ
コ
以
外
全
文
一
例
モ
ナ
シ
、

姑
ク
兼
二
依
ル
モ
、
歌
垣
二
『
愈
』
ハ
チ
ト
大
ゲ
サ
ノ
感
ナ
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ズ
」
と

し
て
、
「
急
怒
」
の
可
能
性
を
考
え
つ
つ
、
一
応
兼
永
本
の
「
葱
」
に
従
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
真
福
寺
本
の
「
怒
」
も
、
前
述
の
理
由
に
よ
っ
て
、
本
文
た
る
資
格

を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
真
福
寺
本
を
、
兼
永
筆
本
よ
り
上
位
に
置
く
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
こ
こ
も
「
怒
」
を
本
文
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
以
上
、
H
は
、
真
福
寺
本
を
と
ら
ず
、
道
果
本
一
道
祥
本
・
兼
永
本
に
よ
る
べ
き

例
で
あ
っ
た
が
、
o
以
下
は
す
べ
て
、
真
福
寺
本
に
よ
る
べ
き
例
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
真
福
寺
本
を
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
、
た
と
え
ば
、
藤
村
作
編
の
『
古
事

記
』
　
（
昭
4
。
至
文
堂
）
、
木
下
祝
夫
氏
の
『
古
事
記
』
　
（
昭
1
5
、
日
独
文
化
協
会
刊
）

の
校
訂
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
後
者
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
の
『
古
事

記
」
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
戦
前
の
仕
事
を
、
も
う
一

度
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
　
注
－
　
引
用
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
り
、
分
註
な
ど
当
面
必
要
の
な
い
部
分

　
　
　
　
　
を
は
ぶ
い
た
。
異
文
を
も
つ
諸
本
の
名
称
系
統
は
『
校
本
古
事
記
』
に
よ
る
。

　
　
注
2
　
古
事
記
で
は
、
「
雨
ふ
る
」
に
は
、
「
雨
零
風
吹
」
（
上
）
、
「
暴
雨
零
釆
」
　
（
垂
仁

　
　
　
　
　
記
）
、
「
零
水
氷
雨
」
（
景
行
記
・
允
恭
記
）
、
の
ご
と
く
「
零
」
を
使
用
し
て
「
降

　
　
　
　
　
は
使
用
し
て
い
な
い
。
書
紀
に
は
「
降
雨
」
「
霜
降
」
の
用
例
あ
り
。

　
　
注
3
　
伊
勢
本
1
1
道
祥
本
、
伊
勢
一
本
1
1
春
載
本
。

　
　
注
4
　
小
野
田
光
雄
氏
『
伊
勢
本
系
古
事
記
の
特
異
性
』
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
3
8
．
u
）

　
　
注
5
　
倉
野
憲
司
氏
『
古
事
記
の
用
字
と
訓
の
二
一
二
に
つ
い
て
』
（
『
国
文
学
孜
』
5
0
、
昭

　
　
　
　
　
4
4
一
6
）



古
　
事

記
覚
書
二
（
古
賀
）

μ

注
6

注注

87
「
逃
返
」
に
は
、
真
福
寺
本
「
攻
返
」
、
道
果
本
・
道
祥
本
「
遡
返
」
、
兼
永
本

「
坂
返
」
の
異
文
が
あ
り
、
「
坂
を
か
へ
り
き
。
」
と
す
る
西
宮
説
（
『
国
語
、
国
文
』

昭
4
1
・
6
）
も
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
遭
果
本
。
道
祥
本
に
従
う
。
避
は
逃
の
俗
字
。

小
島
憲
之
氏
『
上
代
日
本
文
学
と
申
国
文
学
』
上
、
二
二
二
頁
。

拙
稿
『
古
事
記
覚
書
一
』
六
ぺ
。
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
三
巻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
七
、
九
、
十
）


